
　 　 　 　 　 国保の加入・ やめる手続き 、 健康保

険証交付、未納保険料の相談に関するこ と など。

※給付業務は除く 。

令和６ 年（ 2 0 2 4 年）６ 月発行

国民健康保険課休日窓口のご案内

毎月第２ 土曜日９ 時～1 7 時に
変更になり まし た

受付業務

マイナンバーカード を健康保険証とし てマイナンバーカード を健康保険証とし て
利用し ましょ う利用し ましょ う （ マイナ保険証）（ マイナ保険証）

マイナ保険証は、 医療費の節約や 

高額療養費の手続きがスムーズになる 

などのメ リ ッ ト があり ます。

ぜひマイナ保険証をご利用く ださ い！

NATIONAL HEALTH INSURANCE SYSTEM

健康を 守るみんなの国保
豊島区区民部国民健康保険課

電 子 申 請  ～ 来 庁 不 要 ！ ・ 2 4 時 間 い つ で も 申 請 可 能 ～

国民健康保険の 
脱退

国民健康保険証の 
再発行

非自発的失業に係る  
保険料減額申請

口座振替依頼書の 
送付

会社などの別の健康

保険に加入し た際は

国民健康保険の脱退

手続き が必要です。

紛失等、 健康保

険証再発行の手

続き はこ ち ら 。

詳細（ P.3 ） を ご

確認のう えご申

請く ださ い。

ご 自宅に口座振

替依頼書を 送付

いたし ます。

マイ ナンバーカ ード の 
健康保険証利用登録をし よう！ 医療が

パワーアッ プ！

令和６ 年1 2 月１ 日までに発行さ れた健康保険証

は、 記載さ れた有効期限（ 最長令和７ 年９ 月3 0

日）まで使用可能です。

マイ ナン バーカ ード の健康保険証利用登録を し

ていない方には、 お手元にある 健康保険証が使

えなく なる前に、 申請いただく こ と なく「 資格確

認書」を 郵送し ます。「 資格確認書」でも 引き 続き

医療を 受けるこ と ができ ます。

令和６ 年1 0 月に国民健康保険制度のデータ ベースに登録さ れて

いる個人番号（ マイ ナンバー）の下４ 桁が記載さ れた通知を お送り

し ます。 正し い情報が登録さ れている こ と を ご確認いただき 、 安

心し てマイ ナ保険証をご利用く ださ い。

登録方法

・ セブン 銀行ATＭから 登録

・ スマート フ ォ ン、 パソ コ ン
から 登録

・ 医療機関や薬局の受付
（ カード リ ーダー）から 登録

診療情報や薬剤情報が病

院で確認でき る ので、 初め

てかかる 病院でも 、 いつも

飲んで いる 薬の名前を 忘

れて も 安心し て 受診で き

ます。

令和６ 年12 月２ 日以降、 現行の

健康保険証は発行さ れなく なり ます
安心し てマイ ナ保険証をご利用いただく ために

マイ ナンバー

PR キャ ラ ク タ ー

マイ ナちゃ ん

マイ ナン バーカ ード を 健康保険証と

し て利用する ためには事前にマイ ナ

ポータ ルで健康保険証利用登録を す

る必要があり ます。
詳し い登録手順は

こ ち ら を ご確認く

ださ い⬇ 　

問い合わせ／資格・ 保険料グループ TEL 0 3 -4 5 6 6 -2 3 7 7

マイ ナンバーについてのお問合せ

０１２０ ‒９５ ‒０
マ

１
イ

７
ナン

８
バー

マイナンバー総合フリ ーダイヤル 受付時間
（ 年末年始を 除く ）

平　 日

土日祝

９： ３０ 〜２０： ００

９： ３０ 〜１７： ３０

紛失・ 盗難によるマイナンバーカード の利用紛失・ 盗難によるマイナンバーカード の利用

停止については 停止については ２４ 時間３６５日受付！２４ 時間３６５日受付！

（ 1 ）



通知書の見方

「 会社に就職し た」などで、 社会保険等、 他の健康保険に加入し たら 、 

ご自身で国民健康保険をやめる手続き が必要です。

～電子申請なら 来庁不要・ 2 4時間いつでも 申請可能！～

〈 電子申請〉 P.1 の電子申請より お手続き く ださ い。

〈
郵
送
〉

次の三点を郵送し てく ださ い。

①新し い健康保険証のコ ピー（ やめる方全員の分）

②国民健康保険証（ やめる方全員の分 ※紛失し た場合は不要）

③用紙（ メ モ用紙で可）に次の内容を記載し たも の

　 ・ 氏名　 ・ 電話番号

　 ・「 社会保険に入っ たので国民健康保険をやめます」の一筆

＊郵送先　 〒1 7 1 -8 4 2 2 　 豊島区南池袋2 -4 5 -1 　 豊島区役所

区民部国民健康保険課　 資格・ 保険料グループ宛

〈
窓
口
〉

国民健康保険課または東西の区民事務所で受け

付けます。

〈 届出に必要なも の〉

①新し い健康保険証の原本（ やめる方全員の分）

②国民健康保険証

（ やめる方全員の分 ※紛失し た場合は不要）

③マイ ナンバーカ ード （ 顔写真付）

または通知カ ード

国民健康保険をやめる手続き はお済みですか

保険料が軽減さ れる場合があり ます

～介護保険料のお支払いが始まり ます～

40 歳の誕生月（ 1日生まれの方はその前月。 以下同じ ） から 介護保険料が

かかり ます。 ７ 月２ 日以降に誕生日を迎える方は、 今回の決定通知書で

は計算さ れていないため、 誕生月の翌月に介護保険料を追加し た金額を

「 保険料変更通知書」でお知ら せし ます。

【 １ 月５ 日生まれの場合】

40 歳に到達する１ 月分から 介護保険料が追加
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保険料変更月の中旬頃に、 介護保険料を追加し た保険料変更通知書をお

送り し ます。

…介護保険料なし …介護保険料あり

今年度4 0 歳になる方
～介護保険料のお支払い先が変わり ます～

65歳になる誕生月の前月分（ １日生まれの方はその前々月分） までの介護保

険料は国民健康保険料と 一緒に年10回に分けて納めていただきます。

【 ７ 月５ 日生まれの場合】

４ 月分から６ 月分までの３ か月分の介護保険料は国民健康保険料と 一緒に年

10回に分けて納めます。
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誕生月以降の７ 月から３ 月までの９ か月間分は介護保険課に納付

※国民健康保険料と 一緒に納める介護保険料と 、 介護保険課から通知さ れ

る介護保険料の対象月は重複し ていません。

今年度6 5 歳になる方
～後期高齢者医療制度に移行し ます～

75歳になると「 後期高齢者医療制度」 に移行し ますが、 誕生月の前月までは国民

健康保険料がかかり ます。 その分の国民健康保険料は10回に分けて納めていた

だきます。

※国民健康保険料と「 後期高齢者医療制度」保険料の対象月は重複し ていません。

【 ８ 月５ 日生まれの場合】

４ 月分から７ 月分までの国民健康保険料が発生

国民健康保険 後期高齢者医療制度
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8月分から3月分までは後期高齢者医療制度で保険料が発生
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4か月分の国民健康保険料を10回に分けて納付

※なお、 今年度75歳になる方おひとり で国民健康保険に加入し ている場合は

支払回数が異なり ます。

今年度7 5 歳になる方

更正（ 決定）理由

各月期の保険料を納期限までに納付し てく ださ い。

上記に口座情報が表示さ れていない場合は、 納付書または特別徴収でのお支払いと なり ます。
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国民健康保険料個人別賦課明細書
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基 礎（ 医 療 ） 分

後期高齢支援金分

基 礎（ 医 療 ） 分

介 護 納 付 金 分

後期高齢支援金分

年 間 保 険 料所 得 割 額 均 等 割 額国 民 健 康 保 険 料 加入者数

国民健康保険料賦課明細書

様

171-8422

豊島区南池袋２ 丁目45番１ 号

国保　 太郎

国民健康保険料　 　 　通知書決定
令和６ 年度

令和６ 年度

令和６ 年度

口座振替をご利用の方は

こ の欄に記載があり ます

以上の理由に よ り

円％円

円％円

円％円4 9 , 1 0 0

1 6 , 5 0 0

1 6 , 5 0 0

8 . 6 9

2 . 8 0

2 . 3 6

5 , 6 7 0 , 0 0 0

5 , 6 7 0 , 0 0 0

1 , 0 0 0 , 0 0 0

4 , 6 7 0 , 0 0 0 3 0 1 , 0 9 1
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5 5 , 5 9 0

5 5 , 5 9 0

5 5 , 5 9 0

5 5 5 , 9 9 8

令 和  6  年  7  月  1  日

令 和  6  年  7  月  3 1  日

令 和  6  年  9  月  2  日

令 和  6  年  9  月  3 0  日

令 和  6  年  1 0  月  3 1  日

令 和  6  年  1 2  月  2  日

令 和  7  年  1  月  6  日

令 和  7  年  1  月  3 1  日

令 和  7  年  2  月  2 8  日

令 和  7  年  3  月  3 1  日

６ 月 期

７ 月 期

８ 月 期

９ 月 期

1 0 月 期

1 1 月 期

1 2 月 期

１ 月 期

２ 月 期

３ 月 期

2 8 9 , 8 1 1

9 3 , 3 8 0

1 , 9 6 6

2 0 2 , 9 1 1
6 5 , 3 8 0

6
6国 保 　 太 郎

国 保 　 花 子

国 保 　 次 郎

国 保 　 豊

加入中
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照会中

未申告
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1 , 3 7 5

5 5 5 , 9 9 8
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6 5 0 , 0 0 0

2 4 0 , 0 0 0

1 7 0 , 0 0 0

年 金 額

賦 課 限 度 額所得割料率均等割額（ １ 人分）

介 護 分

支 援 金 分

医 療 分

保 険 料

保 険 料 率

お 支 払 い 方 法

円

0000012345670000

昭24． 10． ５

氏 名

特 別 徴収義 務 者

特別徴収対象年金

通 知 書 番 号

納 付 義 務 者

令和◯年◯月◯日

豊島区長

【 普通徴収】

口座振替または納付書払い世帯です。

令和６ 年４ 月から 令和７ 年３ 月分ま

での年間保険料（ 世帯分） を、 ６ 月か

ら ３ 月までの10 回で納めていただき

ます。（「 ６ 月期分」 が「 ６ 月分の保険

料」ではあり ません）

※５ 月までに世帯全員が国保をやめた

場合は、 ６ 月期１ 回での納付と なり

ます。

【 特別徴収】

年金から の天引き 対象世帯です。

詳し く はP.4 納付の方法 をご覧く

ださ い。

「 照会中」 または「 未申告」 の方は、 所

得が確認でき ていない状態です。 そ

のため保険料が均等割額のみ発生し

ていま す。 所得情報が判明次第、 保

険料を 再計算し 、 変更があれば後日

通知し ます。

☆ 「 照会中」： 現在、 前住所地に令和

５ 年中の所得を 照会中です。

☆ 「 未申告」： 令和６ 年度（ 令和５ 年中

の所得）の申告がお済みでない方。
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世帯の総所得で軽減の判定を 行います。

収入がない場合でも 税務課へ申告し てく ださ い。 なお、 国民健康保険課

への申請は不要です。

世帯主と 加入者全員の令和5年中の総所得の合計 減額率

43万円＋10万円×（ 給与所得者等Ⓐの数 -1）以下 7割

43万円＋29 .5万円×被保険者数Ⓑ+ 10万円×（ 給与所得者等

Ⓐの数-1）以下

5割

43万円＋54 .5万円×被保険者数Ⓑ+ 10万円×（ 給与所得者等

Ⓐの数-1）以下

2割

Ⓐ給与所得者等…給与収入が55万円超の方と 、 公的年金の支給（ 65歳未

満： 60万円超、 65歳以上： 110万円超）を受ける方

Ⓑ被保険者数……後期高齢者医療制度への加入により 国保の資格を喪失

さ れた方で、 引き続き同じ 世帯に属する方も 含みます。

※年金所得のある65歳以上の方（ 令和６ 年１ 月１ 日現在）は、 年金所得額

から15万円を差し 引いて判定し ます。

令和５ 年中の総所得が一定基準以下の世帯 申請不要  

全世帯の就学前の子どもに係る均等割額が2分の1に減額さ れます。 申請

は不要です。

就学前の子ども  申請不要  

出産予定または出産し た*方は、 出産予定月(または出産月)の前

月から 4か月間相当分の保険料が年額から 減額さ れます。 多胎

妊娠の場合は、 出産予定月（ または出産月）の3か月前から 6か月

間相当分が減額さ れます。

* 妊娠85日以上の出産が対象(死産、 流産、 早産及び人工妊娠

中絶の場合も 含みます)。

減額の適用には申請が必要です。 ただし 、 豊島区の出産一

時金制度を 利用する場合、 届出は不要です。 自動的に保険

料を減額し ます。

出産予定または出産し た方 申請必要

〈  減額の内容 〉

解雇・ 倒産など非自発的に離職し 国保に加入し ている方につい

て、 給与所得を30/100と みなし て保険料を計算し ます。

〈  対象と なる方 〉

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理

由コード が以下に該当する、 離職日に65歳未満の方。

「 11， 12， 21， 22， 23， 31， 32， 33， 34 」

減額の適用には申請が必要です。 P.1 の 電子申請 をご確認

く ださ い。

失業さ れた方 申請必要

口座振替の申込書を 同封し ています～健康保険料の支払いは口座振替が原則です～

たった一度の申し 込みでＯＫ！
手続きがまだの人は、 かんたん３ ステッ プで完了

記入 投函押印

印
届出や保険料のよく ある質問はこ ちら

問い合わせ／資格・ 保険料グループ TEL 0 3 -4 5 6 6 -2 3 7 7

世帯主が国民健康保険以外の健康保

険に加入し ている 場合でも 、 納付の

義務は世帯主にあり ま す（ 保険料は

国民健康保険加入者分のみ計算さ れ

ています）。

納付義務者は世帯主1

今年度の保険料の計算方法

算定基礎額 ＝ 令和５ 年中の総所得金額等 － 基礎控除額（ 4 3 万円）

医療分保険料 ＋ 支援金分保険料 ＋ 介護分保険料 ＝ 合計保険料

＋ ＋ ＝＋ ＋ ＋

今年度の

年額保険料

 ※ 納付は６ 月納期分 

から ３ 月納期分の

1 0 回に分割

１ 人あたり
4 9 ,1 0 0 円

×
加入し ている

人数
１ 人あたり
1 6 ,5 0 0 円

×
加入し ている 

人数
１ 人あたり
1 6 ,5 0 0 円

×
4 0 歳から 6 4 歳まで 
の加入し ている人数

　

加入者全員の算定基礎額×
8 .6 9 %

加入者全員の算定基礎額× 
2 .8 0 %

　 4 0 歳から 6 4 歳まで加入者全員の 
算定基礎額×2 .3 6 %

限度額は世帯で6 5 万円 限度額は世帯で2 4 万円 限度額は世帯で1 7 万円

所得割額 所得割額 所得割額

均等割額 均等割額 均等割額

2

期別納付額

所得状況

3

4

（ 3 ）（ 2 ）



国保年間保養施設・ 日帰り 温浴施設のご案内

健康展のご案内 ～脳年齢・ 骨密度などが測定でき ます～

ジェ ネリ ッ ク 医薬品（ 後発医薬品）と は、 先発医薬品（ 新薬）

の特許が切れた後に販売さ れる、先発医薬品と 同じ 有効成

分、 同じ 効能・ 効果を 持つ医薬品のこ と で、 一般的に先

発医薬品より も 安価です。 ジェ ネリ ッ ク 医薬品を 使用する こ と で、 皆さ んの

自己負担額の軽減、 また保険財政の改善にも つながり ます。

使用を 希望する と き は、 医師や薬剤師に相談し てみまし ょ う 。

問い合わせ／給付グループ 　 TEL 0 3 -3 9 8 1 -1 2 9 6

ジェ ネリ ッ ク 医薬品を活用し まし ょ う

納期限ま で に納付がな い場合、 法令に基づき 督促状を 送付し ま す。 文書や

電話、 訪問、 SM S(シ ョ ート メ ッ セ ージ サービ ス)で 催告を 行う 場合も あり

ます。 督促状が送付さ れても 納付がない場合、 法令に基づき 財産調査を し 、

滞納処分(差押)を 行います。

保険料の滞納がある と 、 保険証の代わり に「 被保険者資格証明書」 を 交付す

る 場合があり 、 病院等で の支払う 医療費は一旦全額自己負担と な り ま す 。

保険給付分はあと で給付申請でき ますが、 療養費・ 高額療養費などを 含め、

滞納保険料にあて る 場合があり ま す。 保険料の納付がで き な い特別の事情

がある 場合は、 事情や納付計画を 必ずご連絡く ださ い。

問い合わせ／整理収納グループ　 TEL0 3 -3 9 8 1 -1 2 9 4
特別整理グループ　 TEL0 3 -3 9 8 1 -1 2 9 5

保険料を 納めないままでいると

★対象者には５ 月下旬に受診券を お送り し ています★

簡単に受診でき る
区内全域1 6 6 箇所に対象医療機関があり ます

費用が無料
１ 万円以上かかる健診が無料

健診項目が充実
　

健診後も サポート
メ タ ボや糖尿病リ スク の高い方を 対象に

専門スタ ッ フ が一人一人に合わせてアド バイ ス

◇対象： 豊島区国民健康保険に加入さ れている 4 0 歳以上の方

※受診券がお手元にない場合、 7 月1 日から 電子申請でも
受診券の発行手続き ができ ます。
詳細は区HP（ 右記二次元コ ード ）を ご確認く ださ い。 ➡

◇受診方法： 区HPまたは受診券に同封のご案内を ご覧く ださ い。

◇受診期限： 令和6 年1 1 月3 0 日（ 予備期間： 令和7 年1 月3 1 日まで） 

健康診断（ 特定健診） ～メ リ ッ ト たく さ ん～

◎日帰り 温浴施設◎ 

◇日帰り 温浴施設の割引利用券を 国民

健康保険課およ び東西の区民事務所

で配布し ており ます。

◇被保険者証記号番号等の必要事項を記

入のう え、 ご利用く ださ い。

問い合わせ／管理グループ

TEL 0 3 -3 9 8 1 -1 9 2 3

豊島区国民健康保険
指定旅館利用券

施設を利用する際にお持ちく ださ い

施 設 名

予約月日 　 月　 日 受付者

申 込 者

被保険者証記号番号
枝番の記載は不要です

住　 　 所
豊島区

利用人数 大 人　 　 　 名　 　 子 ど も 　 　 　 名

利用期間 　 月　 日 〜　 月　 日　 泊

宿泊料金
大人

円

子ども

円

上記の利用について、 当区と の契約料金によ り 宿

泊を お願いし ます。

豊島区国民健康保険課

キリト リ 線

キ
リ
ト
リ
線

割 引利用券の配布

施
設
名

東京染井温泉Sakura（ さ く ら ）
（ 豊島区駒込）

タ イ ムズ スパ・ レ スタ
（ 豊島区東池袋）

豊島園 庭の湯
（ 練馬区向山）

◎国保年間保養施設◎ 

◇国保加入者と そのご家族の保養、 健康増進のため、 一般よ り 安い料金で利

用でき ます。

◇電話で直接旅館にお申し 込みく ださ い。 左の「 指定旅館利用券」 に、 必要事

項を 記入し 、 宿泊当日旅館に提出し てく ださ い。

今年度の健康展は1 2 月８ 日（ 日）に開催し ます。
場所はと し ま区民セン タ ー（ 東池袋1 -2 0 -1 0 ）を 予定し ています。

詳し く は、 今後発行の広報と し ま や豊島区ホームページ 等で お

知ら せし ます。

問い合わせ／管理グループ　 TEL0 3 -3 9 8 1 -1 9 2 3

 詳し く は区ホームページを

ご覧く ださ い

【 口座振替】

窓口…国民健康保険課・ 東西の区民事務所

＊口座振替依頼書はP.1の電子申請 で取り 寄せるこ と ができます！

口座振替ができない場合は、 納付書でお支払いく ださ い。

納付書でお支払いの際は、 全月期分一括納付書(1枚)と 各月分納付書(10 枚)を

重複し てお支払いし ないよう ご注意く ださ い。

【 特別徴収】

下記①〜⑥すべてにあてはまる場合は年金から の引き落と し（ 特別徴収） にな

り ます。

　 ①国民健康保険の加入者全員が6 5 歳以上

　 ②世帯主が国民健康保険に加入し ている

　 ③介護保険が年金から 天引きさ れている

　 ④10 月期の介護保険料と 国民健康保険料の合計が徴収対象と なる年金の10

月支払額の1/2を超えない

　 ⑤世帯主が年度途中に75 歳になら ない

　 ⑥口座振替を利用し ていない

納付の方法 〜原則口座振替です〜

●令和６ 年度より 新たに特別徴収と なる世帯の徴収方法

４
月
期

５
月
期

６
月
期

７
月
期

８
月
期

９
月
期

1 0
月
期

1 2
月
期

２
月
期

年間保険料の1 /2 を ６ ・ ７ ・ ８ ・ ９ 月期の４ 回で普通徴収（ 納付書払い）、

残り の1 /2 を 1 0 ・ 1 2 ・ ２ 月期の３ 回で特別徴収し ます。

●前年度より 特別徴収の世帯の徴収方法

４
月
期

６
月
期

８
月
期

1 0
月
期

1 2
月
期

２
月
期

４ ・ ６ ・ ８ 月期で前年度２ 月期と 同額を 仮徴収し 、 保険料決定後、 新年

度の保険料総額と なる よ う に1 0 ・ 1 2 ・ ２ 月期で調整し ます。

問い合わせ／資格・ 保険料グループ　 TEL0 3 -4 5 6 6 -2 3 7 7

〈 特別徴収〉

〈 普通徴収〉 〈 特別徴収〉請求なし

仮徴収 本徴収

高血圧　  メ タ ボ　  結核　  糖尿病

申 込 方 法
キャ ッ シュ カ ード 読取で

申し 込む場合

口座振替依頼書
＊
を 記入し て

申し 込む場合

受 付 方 法 窓 口 窓 口・ 郵 送

引き 落と し 開始月 申込の翌月から 開始 申込の 2 か月後から 開始

問い合わせ／池袋保健所 地域保健課 保健事業グループ

TEL 0 3 -3 9 8 7 -4 6 6 0

（ 4 ）


